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１ 本市の交通の現状
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【過度な自家用車依存】
鉄道、路線バスなどの公共交通機関の利用者は低い状況にあ

り、自家用車分担率は約7９％と中核市の中で最も高い状況

表 常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者割合

【公共交通利用者の減少】

○ 公共交通の利用者減少にコロナ禍
が拍車をかけている状況

○ 公共交通のサービス水準が低下し、
公共交通の維持にも重大な影響

自家用車を運転しないでも生活すること
が可能なライフスタイルへ転換



１ 本市の交通の現状
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① コロナ禍等による事業の縮小や高齢化
に伴う運転手不足

② 2024年勤務時間インターバル制度導入
への対応

インターバル時間

公共交通維持のために乗務員の新規雇用が求められている

2024年
問題

平均年齢
55.5歳

平均年齢
55.7歳

平均年齢
57.2歳

平均年齢
64歳

(福島県)
※タクシー協会聞き取り

男女比 男女比
男女比



１ 本市の交通の現状
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平 日 約23％▼
土・日祝 約50％▼

深刻な運転手不足と路線経営悪化に
より、減便を重ねざるを得ない状況

【令和６年４月からのバス路線網図】
【平日】

【土日祝】

減便（10便以上）
増便
補助路線
路線



２ 地域公共交通に関する国の方針
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２ 公共交通に関する国の方針
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地域公共交通のリデザインとは
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３ いわき市の公共交通施策
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いわき市地域公共交通計画
（令和５年３月策定）

選ばれる公共交通の構築

✔ 運賃、ダイヤの最適化を進めるとともに、多様な
移手段と連携して利便性、採算性の向上図ります。
✔ 将来の公共交通ネットワークを見据えた
持続あるバス路線に再編します。

主にまちなか・拠点間基本目標Ⅰ ・ ・

セーフティーネットとなる公共交通の確保

主に公共交通不便地域

✔ 地域の輸送資源を総動員して各地域の移動
ニーズに応じた共創型の移動サービスを産学
官民連携のもとで検討・導入を進めます。

基本目標Ⅱ ・ ・

新技術等を活用した移動手段のサポート

✔ 交通サービス全体の利便性を高めるMaaSの構築を推進し
ます。
✔ シェアリングサービスの活用を検討します。
✔ 自動運転車両の導入を見据えた取組みを進め
ます。

基本目標Ⅲ 都市圏全域(市内全域)・ ・ ・ ・

超高齢社会に対応した地域にとって
望ましい地域旅客運送サービスの姿
を明らかにする。



３ いわき市の公共交通施策
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現在までの主な取組み

住民ボランティア輸送 【田人・三和】

自家用有償旅客運送（交通空白地） 【川前】

タクシー運賃補助（実証実験） 【久之浜・大久、四倉、遠野】

・住民ボランティアドラ
イバーにより、無償で
運行。
※地区や利用者からの
会費負担あり

・NPOが運行主体と
なり有償で運行。
域内：100円/回
域外：2,000円/回
※乗合による割引あり

・一定運賃を越えた額を行
政が負担し、利用者は、定
額で利用可能。

DX化の推進 【路線バス】

キャッシュレスICカード バスロケーションシステム

１日定額乗り放題
学生・高齢者定額定期等の
サービスもある

産学官民の連携による交通システムの構築 【小名浜・常磐・小川】

地域

・大学、高専に対して需要調査や検討、
コーディネートを委託
・まちづくり団体等との協働
・ニーズ把握のための
アンケート、ヒアリング調査

➣実証に向けた計画策定

高齢化社会の進展により、移動手段移動需要は
一層高まる。
一方、既存の公共交通の供給にも限界がある。
分野の垣根を超えた移動手段の構築が求められる。

【様々な分野との連携強化】

【真に公共交通を必要とする方の声を把握】
アンケートでは、ニーズが見えてこないことも。
高齢者等一人ひとりに寄り添う（＝現場に近い）
方の支援・協力が必要不可欠

今後の取組み



4 医療・福祉分野と連携した地域交通の事例
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病院・自動車教習所の送迎への混乗【沖縄県糸満市】

◉２施設（病院・自動車学校）の協力の
もと、混乗サービスを実施。
◉混乗できる利用者は、市内在住の65
歳以上かつ、バスに1人で乗降できる
者。
（市から乗車証の交付を受けると、運賃
無料で利用可能）
◉送迎バスの運行本数は1日53本（病院
25本、自動車学校28本）で、
◉任意の送迎バス停留所で乗降が可能。
◉糸満市は、混乗者の保険と混乗に係る
消耗品費を負担。

病院・自動車教習所の送迎への混乗【千葉県我孫子市】

◉令和２年３月現在、市内で送迎バスを運行する病院、 福祉施設、自動車
教習所の計９施設の協力のもと混 乗を実施。
◉対象者は、我孫子市内在住の満65歳以上の高齢者または障がい者で、
車両に単独または介助者の援助で乗降できる者が利用可能。
◉混乗は、送迎バスの空席がある場合に
限り、運賃無料で利用可能。
◉利用には、市に申請することで交付され
る「パスカード」を運転者に提示すること
が必要。
◉我孫子市は混乗利用者分の傷害保険
料費用とパスカードの印刷費用を負担。

介護施設の送迎への混乗【兵庫県豊岡市】

◉デイサービス施設の利用者が非通所日
に買い物等の外出をする際に、他の利
用者を輸送している送迎車両の空席を
有償で利用可能なサービス。
◉デイサービス施設の運営事業者が、介
護タクシー事業者として車両を運行、同
社が運営するデイサービス施設の利用
者のうち、自力での移動が可能な約50
人を対象にサービスを提供。
◉自家用有償旅客運送（交通空白地有償
運送）として運行され、運賃は1回500円。
利用範囲は、所要時間の増加が概ね
10分以内の範囲。
◉「ちょい乗り」利用者との相乗りが発生した場合も、通所送迎に送迎
減算は適用されない。
◉令和6年1月より、ニーズの増加に対応し、運行車両を大型化。

福祉施設車両の買い物アクセスへの活用【東京都町田市】

◉鞍掛台地区の近隣3箇所の社会福祉事業所の送迎車・運転手を活用し、
無料巡回バス「くらちゃん号」を運行。
◉平日週2回、地区とコミュニティセンター、スーパーを結ぶ定時定路線で、
1日5便運行。
◉運転手の人件費、燃料等
の経費は、地域公益事業
として社会福祉事業所が
負担。
◉町田市から支えあい交通
補助金が拠出 されており
バス停 の設置やチラシの
発行に利用。


